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下
水
道
は
公
共
用
水
域
の
水
質

保
全
や
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

な
ど
、
市
民
生
活
に
重
要
な
役
割

を
担
う
施
設
で
す
。
両
処
理
区
と

も
に
順
次
事
業
区
域
を
拡
大
し
、

鋭
意
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
さ
ら
な
る
公
共
下
水
道
の

普
及
を
行
う
た
め
、
事
業
区
域
を

拡
大
し
ま
し
た
。

　

主
な
拡
大
区
域
は
、
西
条
処
理

区
で
は
オ
レ
ン
ジ
ハ
イ
ツ
、
東
予

・
丹
原
処
理
区
で
は
北
条
地
区
、

国
安
処
理
分
区
西
地
区
お
よ
び
徳

能
・
古
田
地
区
で
す
。
今
後
は
既

事
業
区
域
の
整
備
を
進
め
な
が
ら
、

拡
大
区
域
の
整
備
も
行
っ
て
い
く

予
定
で
す
。
お
お
ま
か
な
区
域
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま

す
。
詳
細
な
区
域
は
、
担
当
課
の

窓
口
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
下
水
道
工
務
課

　

下
水
道
計
画
係　
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○
東
予
総
合
支
所
建
設
管
理
課

　

上
下
水
道
係
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西
条
処
理
区
、
東
予
・
丹
原

処
理
区
（
汚
水
）
の
事
業
区
域

を
拡
大
し
ま
し
た

■
補
助
の
対
象
者

　

公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
外

・
集
合
処
理
区
域
外
に
お
い
て
、

主
に
居
住
を
目
的
と
し
た
住
宅
に

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
、

も
し
く
は
同
区
域
外
に
お
い
て
、

く
み
取
り
便
槽
や
単
独
処
理
浄
化

槽
（
ト
イ
レ
の
汚
水
の
み
処
理
す

る
浄
化
槽
）
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
変
更
さ
れ
る
方

■
補
助
金
の
限
度
額

○
５
人
槽　

46
万
３
０
０
０
円

○
７
人
槽　

61
万
５
０
０
０
円

○
10
人
槽　

88
万
６
０
０
０
円

※
補
助
基
数
は
予
算
の
範
囲
内
で

　

の
交
付
と
な
り
ま
す
の
で
、
設

　

置
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
早

　

め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
補
助
金
の
上
乗
せ

　

市
内
の
水
資
源
環
境
を
守
る
た

め
、
加
茂
川
水
系
山
間
部
に
設
置

す
る
方
に
は
、
補
助
金
を
上
乗
せ

し
て
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
上
乗
せ
の
限
度
額

○
５
人
槽　

２
万
７
０
０
０
円

○
７
人
槽　

３
万
４
０
０
０
円

○
10
人
槽　

４
万
８
０
０
０
円

■
問
合
せ　

市
庁
舎
別
館
環
境
衛

生
課　

衛
生
係
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合
併
処
理
浄
化
槽
の

設
置
費
を
補
助
し
ま
す

　　

平
成
25
年
度
の
市
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る
世
帯
の
方
は
、

申
請
を
し
て
「
介
護
保
険
負
担
限

度
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る

と
、
介
護
保
険
施
設
（
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
を
含
む
）
を
利
用
し
た
際

の
食
費
と
居
住
費
が
一
部
減
額
さ

れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
は

６
月
30
日
㈰
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
利
用
さ
れ

る
場
合
は
、
６
月
28
日
㈮
ま
で
に

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
介
護
保
険
施
設

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

○
介
護
老
人
保
健
施
設

○
介
護
療
養
型
医
療
施
設

○
小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

■
申
請
場
所
・
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

介
護
認
定
給
付
係
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○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

介
護
保
険
施
設
で
の

食
費
と
居
住
費
を
減
額
し
ま
す

　商品の購入、サービスの利用にかかる契約内容、販売
方法などに関する相談に消費生活相談員が応じます。

ー消費生活啓発講座をご利用くださいー
　消費者被害の未然防止や情報提供のため、啓発講座を
希望に応じて実施しています。お問い合わせください。
■問合せ
　市庁舎本館市民生活課　市民相談係　℡0897－52－1243

ーこんな手口にご注意くださいー
　「注文を受けた健康食品を送る」と知らない業者から
電話があり、「注文していない」と断っているにも関わ
らず、「注文を受けている。発送する」と強引に商品を
送りつけ、代金を支払わせる手口が頻発しています。
【被害にあわないために】
○頼んだ覚えがなければきっぱり断りましょう。
○送られて来たら「受取拒否」し、絶対に支払わない。
○業者名や連絡先をメモし、相談窓口にご相談ください。
■相談・問合せ
○市庁舎本館市民生活課　消費生活相談員　℡0897－52－1495
○各総合支所総務課　総務調整係

「タウンページ＋市民便利手帳」
を配布します

■問合せ
○タウンページセンタ　℡0120－506309
　受付時間　９時～17時
　※土・日・祝日、年末年始は除く。
○市庁舎本館戦略企画課
　情報戦略係　℡0897－52－1720 ▲表紙イメージ

　ＮＴＴタウンページ㈱と西条市が共同で制作している
「タウンページ」と「市民便利帳」の合冊版を改訂し、
６月初旬から新たに配布します。
　市民便利帳には、市役所・公共施設の案内や各種届出
・手続きなど、暮らしに役立つ行政情報のほか西条市を
はじめ、新居浜市や四国中央市のイチ押し特集も掲載し
ていますので、ぜひご活用ください。
　古い電話帳は、回収して新しい電話帳を作るリサイク
ルをしています。新しい電話帳の配達時に配達員にお渡
しいただくか、タウンページセンタへご連絡ください。
また、市庁舎本館、各総合支所に回収ボックスを設置し
ますので、リサイクルにご協力くだ
さい（６月末まで設置予定）。


